
 

 

 
 

インドネシア・バリ島への旅⾏⼿配＆インドネシア⼊国ビザ取得のご案内 
2021 年 10 ⽉ 20 ⽇更新版 

 
2021 年 10 ⽉ 20 ⽇現在、観光⽬的でのビザ免除措置、及び空港での到着ビザ（VOA）の発給は現在も停⽌されており、インドネシアへの⼊国を希望するすべての外国

⼈はビザの申請と取得が必要です。 

 

株式会社パルテンツァ（東京都登録旅⾏業 3-6288）では、新型コロナウイルス感染のリスクを 
最⼩限に抑えながらインドネシア・バリ島を訪問していただけるよう、 

⼀定の条件のもとでご旅⾏の⼿配をいたします。 
 

発給されるビザ（査証）について 
申請・発給されるビザは「B211A」です。本来は商談などのためにインドネシアへ⼊国するためのビザですが、現在は外

国⼈の⼊国・⼀時滞在全般に拡⼤運⽤されています。 

ただし、インドネシア⼊国地点によってビザ申請時に申告する⼊国⽬的に違いがあり、ジャカルタで⼊国する場合はビジ

ネス⽬的（Bisnis）、バリ島で⼊国する場合は観光（Wisata）に限定されます。 

したがって、ビジネス⽬的で取得したビザを使ってのジャカルタでの⼊国、または観光⽬的で取得したビザを使ってのバ

リ島での⼊国はできません。 

 

有効期限と滞在可能⽇数 
B211A ビザは取得から 90 ⽇以内のインドネシア⼊国が必要です。 

インドネシア国内に滞在できる⽇数は 30 ⽇または 60 ⽇で、⼊国審査官によって⼊国時に決定されます。 

30 ⽇毎の滞在延⻑が最⼤ 4 回認められるため、最⼤限延⻑した場合は最短でも 150 ⽇間、最⻑で 180 ⽇間滞在すること

が可能です。 

株式会社パルテンツァではリスクを最⼩限に抑えるため、最⻑ 150 ⽇間滞在での⼿配を上限とさせていただきます。（⼊

国時に初回 60 ⽇間滞在が認められた場合で 180 ⽇滞在を希望される場合、追加の⼿配を⾏うことは可能です） 

 

ビザは事前段階における⼊国許可申請証明のあくまで⼀部であり、⼊国を保証するものではありません。 

最終的な⼊国の許可は⼊国審査官の裁量で決定されるため、ビザを持っていても⼊国を拒否されることがあります。その

場合の帰国費⽤はご⾃⾝の負担（⼿配は弊社またはご⾃⾝にて⾏います）となり、当初予定していた旅⾏に関する⼀切の

キャンセル料・変更⼿数料等はお客様負担となりますのでご了承ください。 

 

フライト・移動ルートについて 
インドネシアへの⼊国はジャカルタ（スカルノハッタ国際空港）、バリ島（デンパサール空港）のいずれかから可能です。 

10/20 現在、バリ島へ直接⼊る国際線は運航されていないため、インドネシア⼊国と隔離はジャカルタで⾏い、その後に

ジャカルタからバリ島へ移動する必要があります。 

帰国時も同様にジャカルタ経由は必須となります。 

 



 

 

旅⾏のご相談から現地滞在、帰国までの流れ（ジャカルタ⼊国） 
ご旅⾏のご相談は出発予定⽇の 21 ⽇前までにお願いいたします。 

出発 20 ⽇〜15 ⽇前のご相談はビザの申請・発給が間に合うと判断できた場合に限り、直前⼿配料⾦（1 名様あたり 3,300

円）を追加させていただいた上で承ります。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご旅⾏のご相談・お⾒積り受付 
原則として出発予定⽇・希望⽇の 21 ⽇前まで 
直前出発も状況によっては可能ですのでご相談ください 

お⾒積りご提⽰・旅⾏申込 
お⾒積もりは最初のご相談後 48 時間以内にご提⽰ 
お申し込みされる場合はビザ発給までの時間に極⼒余裕をもた
せるため、お早めにお申し込みをお勧めいたします。 

必要書類の送付と返送 
⼿配完了後、必要書類をオンラインでお送りいたしますので、
可能な限り早めにご返送ください。 
健康診断書の取得（医師の診断が必要）はご旅⾏に⾏かれるこ
とが決まった段階で速やかに受診をお願いいたします。 

ビザ申請と取得 
ビザは通常申請から 7〜10 ⽇間程度で発給されますが、インド
ネシア国内の事情により遅れることがあります。 
追加料⾦により緊急発給も可能ですのでご相談ください。 

ビザ発給確定後〜出発まで 
インドネシア⼊国時に出発 72 時間前以内に発⾏された PCR 検
査陰性証明書が必要になります。 
東京都内・⼤阪市内のクリニックでの PCR 検査受診と陰性証
明書発⾏は⼿配可能です。 

インドネシアへ出発 
すべての⼊国⽤書類が揃った段階で、弊社から必要書類⼀式を
オンラインでお送りいたします。 

インドネシア到着・⼊国 
ジャカルタ・スカルノハッタで⼊国審査が⾏われます。 
また、1 回⽬の PCR 検査が⾏われ、陰性が認められれば 
税関通過後に隔離先のホテルへ移動できます。 
 

国内線でバリ島へ移動 
陰性証明を受領後に移動が可能になります。スカルノハッタ空
港・ターミナル 3 へお越しください。 

 

バリ島へ到着 
 

帰国前の準備 
帰国 2 ⽇前に弊社提携医療機関で抗体検査または PCR 検査を
受診していただきます。 
⽇本に向かうフライトの出発 72 時間前以内に発⾏された陰性
証明書が必要です。 

バリ島から帰国 
デンパサールからジャカルタ経由で帰国の途へ。 
ガルーダ・インドネシア航空利⽤で同⽇乗継される場合はデン
パサール空港で⽇本までの荷物預け⼊れが可能です。 

⽇本到着後 
帰国した空港で PCR 検査または抗原検査が⾏われ、陰性の場
合は⾃宅への帰宅または滞在先への移動が認められます。 
ただし、公共交通機関を使っての移動は禁⽌されているため、
移動⼿段が必要な場合は⼿配いたします。 
また、滞在先が必要な場合もご相談ください。 
帰国後は帰国⽇を含めて 15⽇間の⾃宅待機が必要になりま
す。 

 

4 泊 5 ⽇の隔離  
指定ホテルでの隔離を⾏い、4 ⽇⽬に⾃室で PCR 検査が実施さ
れます。隔離滞在可能なホテルリストは随時変更されます。 



 

 

ビザ申請に必要なもの 
確実にビザ申請と取得を⾏うため、以下のものをご⽤意いただく必要があります。 

フォーマットが必要なものに関してはすべて弊社にてご⽤意の上データで送付いたします。 

 

これらの書類はすべてデータでご⽤意いただく必要がありますのでご了承ください。 

（郵送をご希望の⽅はご相談ください） 

 

お客様でご⽤意の上で弊社へ送付いただくもの 
 
1. パスポート顔写真ページ（左右ページ⾒開き）のスキャンデータ 
 

スマホのカメラを利⽤したスキャンアプリ（Adobe Scan など）を使ってのスキャンで

も問題ありませんが、顔写真ページには光沢があるため光の反射がないよう⼗分ご注意

ください。反射がある場合は受付ができません。 

 

左のサンプル写真のように⾒開きで、反射がなく、ページ全体がはっきりと写っている

ものが必要です。 

 

郵送でお送りいただく場合は必ずA4サイズのカラーコピー1枚でご送付ください。 

 

 

また、インドネシア⼊国予定⽇から起算して 12 ヶ⽉以上の残存有効期間が必要で、かつ「査証」ページに 3 ページ以上

の連続した空ページが必要です。 

いずれの条件も満たさない場合はビザの申請ができませんので、⼿配前に更新や増補のお⼿続きが必要です。 

 
2. パスポート⽤証明写真のデータ、もしくは同様のサイズの⾃撮り写真データ 
パスポート⽤証明写真（4.5cm x 3.5cm）のスキャンデータ、または同様のサイズでの⾃撮り写真データをお送りください。 

⾃撮りの場合は無地の背景で撮影してください。 

 

3. 保険加⼊が証明できる書類 健康保険証（国⺠健康保険、協会けんぽ、後期⾼齢者医療
制度など）のスキャンデータ 
上記の英訳⽂書を提出いたしますが、翻訳は弊社にて⾏います。また、予定している旅⾏⽇程をカバーする海外旅⾏傷害

保険の保険証券でも代⽤可能です。 

スキャンデータのご⽤意が難しい場合はスマホで接写したものでも構いません。 

 
 
 
 



 

 

4. ワクチン接種証明書のスキャンデータ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⽇本国内で接種できる新型コロナウイルスワクチン（ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ）の接種を必要回数完了し、

接種後にお住まいの⾃治体で発⾏される「予防接種証明書（ワクチンパスポート）」が必要です。 

申請は無料ですが、⾃治体によって受け取れるまでの時間に差異があるためお早めにご確認の上取得をお願いいたします。 

また、接種時に提⽰しているワクチン接種券（接種したワクチン種類などが記載されたシールが貼付されているもの）も

必要です。 

 
5. 預⾦残⾼証明書のスキャンデータまたはスクリーンショット 
10,000USドル相当＝約 115万円の預⾦があるご⾃⾝の銀⾏⼝座の残⾼証明書の提出が必要です。 

残⾼証明書は銀⾏窓⼝で申請できるもののほか、ネットバンキングの⼝座画⾯スクリーンショットもご利⽤いただけます。 

 
6. 同意書・誓約書への署名 
インドネシア到着時の検疫時に隔離される可能性があることに対しての同意書、インドネシア国内滞在時に新型コロナウ

イルス陽性が確認された場合の治療及び隔離の費⽤負担の同意書、ビザの取得ができなかった場合や⼊国拒否となった場

合の費⽤（緊急帰国費⽤、キャンセル料等）の負担に関する同意書に署名をいただきます。 

 

備考：書類のスキャンはコンビニのマルチコピー機などでも可能です。 

スマホの接写などでも代⽤可能な書類はありますが、特に⽂字の多い書類については極⼒スキャンデータをご⽤意いただ

くようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

以下のメールアドレスまで⼀式をご送付ください。 

 
info@partenza.co.jp 

本件担当者のみ閲覧可能なメールアドレスです。 

 

WEB でｎおアップロードをご希望の⽅は専⽤のフォルダをクラウドサーバーにご⽤意いたします。 

詳細はお尋ねください。 

 

また、ご希望の⽅は LINE・Whatsapp・Slackでの送付にも対応いたしますのでご相談ください。 

 

 

 
以下の書類が揃っているかをご確認ください！ 

 

1. パスポートの顔写真ページ⾒開きのカラーコピー、または⾼解像度スキャンデータ 

2.パスポート⽤写真のデータまたは⾃撮り写真データ 

3.健康保険証（国⺠健康保険、協会けんぽ、後期⾼齢者医療制度など）のスキャンデータ 

4. ワクチン接種証明書＋接種券のスキャンデータ 

5. 預⾦残⾼証明書のスキャンデータまたはスクリーンショット 

6. 同意書・誓約書 
 


